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◆会計区分一覧表
H23年度状況　　

一
般
会
計

一般会計

①実
質
赤
字
比
率

国民健康保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

法非適 農業集落排水特別会計

法適 水道事業会計

佐久広域連合

南佐久環境衛生組合

小海町北相木村南相木村中学
校組合

長野県市町村総合事務組合

長野県市町村自治振興組合

東信地区交通災害共済組合

長野県後期高齢者医療広域連
合

長野県地方税滞納整理機構

社団法人小海町開発公社

社会福祉法人小海町社会福祉
協議会

各財産区会計

※1　普通会計とは、一般会計と特別会計(公営事業会計を除く)を一つの会計に合算したものです。

※2　広域連合、一部事務組合欄にはH２３年度に長野県地方税滞納整理機構が創設され表示しました。

★決算統計時全国の市町村を比較するためこの会計区分にしている

★公営企業会計-地方財政法第６条+同施行令第37条のよる

★法適、法非適-地方公営企業法第２条による

その他

会　計　区　分

地
方
公
共
団
体

普通会計

特
別
会
計

公営事業会計

公営企
業会計

　　　ただし、合算に際し会計間の繰入・繰出の重複を相殺等の調整をしているため、単純合計とは一致しません。

資
金
不
足

比
率

公社・第三セクター

決算統計上
会計名 健全化判断比率など

②
連
結
実
質
赤
字
比
率

③
実
質
公
債
費
比
率

④
将
来
負
担
比
率

広域連合
一部事務組合



（1）財政力指数

　●財政力指数＝（基準財政収入額／基準財政需要額）の過去３年間の平均。
　　　・財政力を示す指数で、この指数が高いほど財源に余裕があると判断される。
　　　・この指数が１を超えると普通交付税の不交付団体となります。
　○考察-当町を含め全県的に数値上昇傾向にある。
　　　H22年度南佐久郡内(南相木村除く)の平均では0.26である。

（２）実質収支比率

　●実質収支比率(％) ＝ 実質収支／標準財政規模(臨財債含)　*100
　　・赤字の場合はこの比率が負数になる、ほとんどの団体は黒字となっている。
　　・この率の望ましい数値は一概に言えないが、経験的には３～5％程度が望ましいと言われている
　○考察-H１８年度までは最終補正予算(専決)にて予算残額見込額をある程度基金積立をしてきたため
　　　　　　実質収支が少額となった、H１９年度からは剰余金処分により基金積立をしてきている。
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(３)経常収支比率

　●経常収支比率(％)＝
　　　　(経常経費充当一般財源)／（経常一般財源+減税補てん債+臨時財政対策債）　*100
　　　　・財政構造の弾力性を判断する指標で、人件費、扶助費、公債費など（経常的経費）に
　　　　　に充当された一般財源が、地方税、普通交付税など(経常一般財源）、減税補てん債及び
　　　　　臨時財政対策債の合計額に占める割合です。
　　　　・この率が高いほど財政構造の硬直化が進んでおり、経験的に町村では70％程度が妥当と
　　　　　され、80％を超えると弾力性を失いつつあると考えられている。
　○考察-当町は８０％を超えているが、１８年度をピークに改善傾向にある。

（４）公債費比率・公債費負担比率・起債制限比率

　●公債費負担比率(％) ＝ （公債費充当一般財源）／(一般財源総額)　*100
　　・一般財源に占める公債費の比率で、この率が高いほど財政の硬直化が進んでいるといえます。
　●公債費比率(％) ＝
 　　　　　（元利償還金-交付税措置のある償還分）／(標準財政規模-交付税措置ある償還分)　*100
　　・過疎債など交付税措置のある元利償還分を除いて標準財政財政規模に対する割合を示す。
　　・財政構造の弾力性を判断する指標です。
　●起債制限比率(％)＝(元利償還金等－交付税算入額）
　　　　　　　　　　　　　　　　　／(基準財政規模+臨財債可能額-交付税算入額）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 *100　の過去３年間の平均
　　・地方債の許可制限に係る指標で、２０％を超えると一定の地方債起債が制限され、30％以上
　　　になるとさらに起債制限がなされます。　（今はあまり使われない。）
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（５）財政健全化法による指標
　　●地方公共団体のすべての会計の収支の状況、借入金の償還負担額、将来負担しなければ
　　　　ならない経費などを4つの指標(健全化判断比率等)で算定し、公表しています。

（単位：％）　

H20 H21 H22 H23

- - - -

- - - -

15.5 14.3 13.1 11.6

111.6 103.8 52.1 29.3

　　●早期健全化基準(財政健全化団体)
　　　・上記の一つでも早期健全化基準以上となった場合はその年度内に下記が義務化されます。
　　　　　外部監査の実施→財政健全化計画の作成→議会の議決→住民へ公表→県へ報告
　　●財政再生基準(財政再生団体)
　　　・上記のいずれかが財政再生基準以上となった場合はその年度内に下記が義務化されます。
　　　　　外部監査の実施→財政再生計画の作成→議会の議決→住民へ公表→総務大臣へ報告

(6）実質公債費比率

　　●実質公債費比率(％)＝(元利・準元利償還金-特例財源-交付税算入額）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／ (基準財政規模+臨財債可能額-交付税算入額）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 *100　の過去３年間の平均
　　　　・H１９年度から導入された地方債協議・許可の指標、起債制限比率を一定変更したもの。
　　　　　18％以上は｢公債費負担適正化計画｣を策定し起債許可必要、25％以上は一定の起債制限
　　　　　がなされ、35％以上は起債制限の度合いが高まる。
　　　　・夕張市の財政破綻により各地の財政状況が注目され｢地方公共団体の財政健全化に関する
　　　　　法律」において財政指標の一つとして公表されるようになった。
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（7）将来負担比率

　●将来負担比率(％)＝（将来負担額－充当可能基金－特定財源－交付税算入見込）
　　　　　　　　　　　　　　　　/（標準財政規模－交付税算入額）　　*100
　　　・将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。
　　　・将来負担額には公営企業や一部事務組合に対する負担金や退職手当負担見込額など
　　　　将来の負担の可能性があるものを捉えます。
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早期健全化基準

財政再生基準 H19 H20 H21 H22 H23
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　　●早期健全化基準(財政健全化団体)

　　　・上記の一つでも早期健全化基準以上となった場合はその年度内に下記が義務化されます。

　　　　　外部監査の実施→財政健全化計画の作成→議会の議決→住民へ公表→県へ報告

　　●財政再生基準(財政再生団体)

　　　・上記のいずれかが財政再生基準以上となった場合はその年度内に下記が義務化されます。

　　　　　外部監査の実施→財政再生計画の作成→議会の議決→住民へ公表→総務大臣へ報告
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